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高額介護サービス費及び食費の負担限度額見直しについて  
令和３年８月１日より、高額介護 (予防 )サービス費の負担限度額及び補足給付における食費

の見直しが施行されます。  

 

       
 

当該ポスター及びリーフレットについては、厚生労働省ホームページ (※ 1)にも掲載されていま

すので、介護保険サービス利用者等に対して新制度についてご説明する際に御活用いただきます

ようお願いいたます。  
(※ 1) ポスター・リーフレット掲載場所 : (厚生労働省ホームページ )ホーム  ＞  政策について  ＞  分野別の政策一覧  ＞   

福祉・介護  ＞  介護・高齢者福祉  ＞  重要なお知らせ  

      ・介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります。 (周知ポスター )  

      https://www.mh1w.go.jp/content/000778218.pdf 

     ・食費の負担限度額が変わります (周知用リーフレット )  

          https://www.mh1w.go.jp/content/000334525.pdf  

    ・高額介護サービス費の負担限度額が変わります (周知用リーフレット )  

          https://www.mh1w.go.jp/content/000334526.pdf  
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